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大和市規則第３０号 

大和市建築物における駐車施設の附置等に関する条例施行規則の一部を改正する規則 

大和市建築物における駐車施設の附置等に関する条例施行規則（平成６年大和市規則第４号）の

一部を次のように改正する。 

第２条中「第４条ただし書」を「第４条の表備考第１項」に、「駐車場整備地区内又は商業地域

内若しくは近隣商業地域内において、非特定用途に供する建築物で、市長が特に必要がないと認め

た」を「非特定用途で、駐車施設を附置する必要がないものとして規則で定める」に改め、同条第

１号中「共同住宅、」を削る。 

第５条第１項中「附置義務台数に１００分の１を乗じて得た台数（小数点以下の端数があるとき

は、これを切り上げるものとする。）」を「次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定め

る台数」に改め、同項に次の各号を加える。 

(1) 条例第４条から第６条までの規定により附置しなければならない駐車施設の台数（以下「附

置義務台数」という。）が２００台以下の場合 当該附置義務台数に１００分の２を乗じて得

た数（その数に１未満の端数があるときは、これを切り上げた数） 

(2) 附置義務台数が２００台を超える場合 当該附置義務台数に１００分の１を乗じて得た数

（その数に１未満の端数があるときは、これを切り上げた数）に２を加えた数 

第１４条を第１５条とし、第１３条を第１４条とする。 

第１２条中「第１４条第２項」を「第１５条第２項」に改め、同条を第１３条とする。 

第１１条中「第１３条第２項」を「第１４条第２項」に改め、同条を第１２条とし、第１０条の

次に次の１条を加える。 

（廃止の届出） 

第１１条 条例第１３条の規定による届出は、駐車施設廃止届出書により行うものとする。 

別表第２中「第１３条」を「第１４条」に改め、同表第５号様式の項の次に次のように加える。 

第６号様式 駐車施設廃止届出書 第１１条 

別表第２第６号様式の項中「第６号様式」を「第７号様式」に、「第１１条」を「第１２条」に



改め、同表第７号様式の項中「第７号様式」を「第８号様式」に、「第１２条」を「第１３条」に

改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則中第２条の改正規定は令和８年４月１日から、その他の改正規定は同年１０月１日

（次項において「施行日」という。）から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の第５条の規定は、施行日以後に新築、増築及び大和市建築物における駐車施設の附置

等に関する条例（平成５年大和市条例第２８号）第６条に規定する大規模の修繕等（以下「新築

等」と総称する。）の工事に着手する建築物について適用し、施行日前に新築等の工事に着手し

た建築物については、なお従前の例による。 


